
①保守点検・維持管理業務、巡回点検業務

年

度

開

始

前

業

務

実

施

年

度

年

度

終

了

後

市 受託者

協力事業者受託者
各施設

（施設管理職員）

施設所管課

（監督職員・施設管理職員）

取りまとめ課

（総括監督職員）

各業務フロー（案）

このフローは「三木市公共施設包括管理業務委託仕様書」をもとに、各業務を実施した場合に想定される業務の流れです。

企画提案書作成の参考として活用してください。最終的な業務フローは、優先交渉権者の企画提案書を踏まえて、優先交渉権者と本市の協議により決定します。

年間業務計画書（案）の作成

作業日程の調整等

年間業務計画書の

受領・承諾

年間業務計画書の作成

（年度開始１か月前までに提出）
年間業務計画書の受領

月間業務計画書の

受領・承諾

月間業務計画書の作成

（実施月の前月25日までに提出）
月間業務計画書の受領

業務の実施

作業完了報告書の作成

（作業日の翌月中旬まで）

※不具合箇所のある場合

不具合箇所報告書の作成

月間業務報告書の作成

（実施月の翌月10日までに提出）

作業完了報告書の受領・確認

不具合箇所報告書の受領・確認

月間業務報告書の受領・確認

年間業務報告書の受領・確認
年間業務報告書の作成

（当該年度の３月末日までに提出）



②修繕業務（修繕計画に基づく計画的な修繕）

年

度

開

始

前

業

務

実

施

年

度

年

度

終

了

後

市 受託者

取りまとめ課

（総括監督職員）

施設所管課

（監督職員・施設管理職員）

各施設

（施設管理職員）
受託者 協力事業者

不具合箇所管理表不具合に関する要望事項等

修繕計画書の

受領・承諾

修繕計画書の作成

（年度開始１か月前までに提出）
修繕計画書の受領

月間業務報告書の作成

（実施月の翌月10日までに提出）

不具合箇所報告書の作成

（修繕案、見積、写真等を含む）

年間業務報告書の受領・確認
年間業務報告書の作成

（当該年度の３月末日までに提出）

※施設ごとに受託者と施設所管課が協議・調整

不具合箇所報告書の受領（修繕案の確認）

修繕実施の判断

修繕決定の連絡

作業日程確認

作業完了確認

作業完了報告書の受領・確認

月間業務報告書の受領・確認

不具合箇所報告書の受領・確認
不具合箇所管理表の作成

（実施月の翌月10日までに提出）

作業完了報告書の作成

（完了後速やかに提出）

修繕の実施

連絡受領

※必要に応じて実施時期・内容を調整

修繕計画書

現場確認・対応方法検討



③修繕業務（不具合発生による緊急的な修繕）

年

度

終

了

後

業

務

実

施

年

度

市 受託者

取りまとめ課

（総括監督職員）

施設所管課

（監督職員・施設管理職員）

各施設

（施設管理職員）
受託者 協力事業者

保守点検・維持管理、

巡回点検による不具合の把握

不具合箇所の発生・通報

緊急修繕発生

連絡受領

業務従事者現場派遣

（不具合等の原因特定）現場立会

月間業務報告書の作成

（実施月の翌月10日までに提出）

不具合箇所報告書の作成

（修繕案、見積、写真等を含む）

年間業務報告書の受領・確認
年間業務報告書の作成

（当該年度の３月末日までに提出）

（通報内容から緊急に修繕の必要があると判断される場合）

不具合箇所報告書の受領（修繕案の確認）

修繕実施の判断

修繕決定の連絡

作業日程確認

作業完了確認

作業完了報告書の受領・確認

月間業務報告書の受領・確認

不具合箇所報告書の受領・確認
不具合箇所管理表の作成

（実施月の翌月10日までに提出）

作業完了報告書の作成（完了後速やかに提出）

修繕の実施

対応方針検討

経過観察

連絡受領

必要に応じて

要修繕

不具合箇所

報告書の作成

（不具合箇所管理表にも記録）

（緊急を要する場合は直ちに総括監督職員に報告の上、その指示により修繕を実施）

不具合箇所報告書の受領

連絡受領


